
グループホームみどり　　利用料金表
（令和4年10月１日以降）

《利用料金》　

◎介護保険１割負担分と実費負担分との合計額のご負担となります。

※介護保険負担割合が２割の方は２倍、３割の方は３倍になります。

・介護保険１割負担

要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

１日につき 766円 770円 806円 829円 846円 864円

・実費負担分（１ヶ月）

家賃 食材費 水道・光熱費 教養娯楽費 雑費（家族会費を含む） 合計

月額 39,000円 51,600円 15,000円 3,000円 5,200円 113,800円

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

上記の内容で、ご不明な点等ございましたら職員までお尋ね下さい。

お問い合わせ先

○１割負担分にサービス提供体制強化加算（Ⅲ）　６円　を含みます。

○初期加算：入居してから３０日以内の期間は、１日につき３０円いただきます。

○科学的介護推進体制加算：１ヶ月につき、４０円いただきます。

○介護職員処遇改善加算（Ⅱ）：月の利用総単位数×8.1％

○介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）：月の利用総単位数×2.3％

　月の利用総単位数をもとに算定します。

○地域区分の１単位数単価：10．27円

・1ヶ月（３０日）の利用料金（介護保険１割負担分+実費負担分）

介護保険１割負担分 実費分 利用料金合計（１ヶ月）

26,645円        + 113,800円 =     140,445円

26,783円        + 113,800円 =     140,583円

28,033円        + 113,800円 =     141,833円

28,832円        + 113,800円 =     142,632円

29,422円        + 113,800円 =     143,222円
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○介護職員等ベースアップ等支援加算：月の利用総単位数×2.3％

　 また、１単位単価が10.27円となっています。

30,047円        + 113,800円 =     143,847円

※利用料金合計には、介護職員処遇改善加算（Ⅱ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）、

　 介護職員等ベースアップ等支援加算が含まれています。


